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入札説明書 

 

下妻地方広域事務組合ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」建物長寿命化改修工事に

係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるほか、この入札説明

書によるものとする。 

 

１ 公告日 令和６年４月３日（水） 

 

２ 契約担当部課等 

   下妻市中居指１１００番地 下妻地方広域事務組合事務局総務係 

   ℡０２９６－４５－０６１１ 

 

３ 工事概要 

 (1) 工 事 名  下妻地方広域事務組合ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」 

          建物長寿命化改修工事 

 (2) 工事場所  下妻市中居指１１００番地 

 (3) 工事概要  外壁改修工事 一式 

         塗装改修工事 一式 

         屋根改修工事 一式 

         植栽撤去工事 一式 

   建物概要   

建物名称 焼却施設 渡り廊下 粗大施設 管理棟 

構  造 SRC 造 S 造 SRC 造 RC 造 

回  数 地上４階、地下 1 階 地上２階 地上３階、地下１階 地上２階 

建築面積 3054.064 ㎡ 122.525 ㎡ 2491.742 ㎡ 631.652 ㎡ 

延べ面積 6393.656 ㎡ 122.525 ㎡ 4161.865 ㎡ 1100.141 ㎡ 

 

 (4) 工  期  契約日の翌日から令和８年３月１９日まで 

 (5) 予定価格  ３６７，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

 (6) 最低制限価格  設定あり （事後公表） 

 (7) 発 注 者  下妻地方広域事務組合 

 

４ 入札参加形態 単体 

 

５ 競争参加資格 

 入札に参加しようとする者は、建設業法（昭和 24年法律第 100号）第３条の規定による
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許可を受けた建設業者で、同法第２７条の２３の規定による経営事項審査を受け、令和５・

６年度下妻地方広域事務組合競争入札参加資格者名簿又は下妻市、八千代町、常総市の競

争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、次の各号に該当するものとする。 

 (1) 下妻市、八千代町、常総市のうち旧石下町の区域「以下、構成市町という。」内 

   に本店を有し、最新の経営事項審査結果における、建築一式工事に係る総合評定 

   値（Ｐ）が７５０点以上であること。（仮契約締結日から 1年 7か月以内の審査 

   基準日のもの） 

 (2) 建設業法第３条第１項の規定に基づく建築一式工事の特定建設業の許可を受けて 

   おり、最新の経営事項審査結果における建築一式工事の年間平均完成工事高が２ 

   億円以上であること。（仮契約締結日から 1年 7か月以内の審査基準日のもの） 

 (3) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ 

   ている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立 

   てがなされている者でないこと。（更生計画の認可決定後又は再生計画の認可決定 

   が確定した後に、管理者又は構成市町長が入札参加資格の再承認をした者を除く。） 

 (4) 建設業法第１９条の２に規定する現場代理人及び同法第２６条に規定する国家 

   資格を有する監理技術者（引き続き 3か月以上の雇用関係があること）を選任で 

   配置できること。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理 

   技術者講習修了証を有する者であること。 

 (5) 申請書及び資料の提出の日から開札の時までの期間に、国・茨城県・構成市町・本

組合から指名停止処分を受けていない者。 

 (6) 構成市町の法人住民税を完納していること。 

 (7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者 

   を除く。）でないこと。 

  ① 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第４８条の規定による届出の義務 

  ② 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第２７条の規定による届出の義務 

  ③ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出の義務 

 (8) 上記 3(1)に示した工事に係る設計業務の受託者と資本面・人事面において関連が

ある者でないこと。 

 

６ 設計業務の受託者等 

(1)  5.(8)の「3.(1)に示した工事に係る設計業務の受託者」とは、次に掲げる者であ 

る。 

・有限会社マツオ・トータル・プランニング 

(2)  5.(8)の「設計業務の受託者と資本面・人事面において関連がある者」とは、次 

の①又は②に該当する者である。 

① 当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその

出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者 
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② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねてい

る場合における当該建設業者 

 

７ 担当部課等 

   〒３０４－００５４ 

下妻市中居指１１００番地 下妻地方広域事務組合事務局総務係 

   ℡０２９６－４５－０６１１ 

 

８ 競争参加資格の確認等 

 (1) 競争参加希望者は、令和６年４月１０日（水）までに競争参加資格確認申請 

  書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。） 

  を提出し、下妻地方広域事務組合の競争参加資格の確認を受けなければならない。 

  なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められ

た者は、入札に参加することができない。 

 (2) 申請書及び資料は、次のとおり受け付ける。 

・期間：令和６年４月３日（水）から令和６年４月１０日（水）まで 

   土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時まで 

・場所：下妻市中居指１１００番地 下妻地方広域事務組合事務局総務係 

      ℡０２９６－４５－０６１１ 

   ※申請書及び資料の様式については、下妻地方広域事務組合ホームページ 

     （http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/）に掲載するのでダウンロード 

     して申請することができる。 

 (3) 競争参加資格の確認は、下妻地方広域事務組合一般競争入札審査会が行い、その結

果は、令和６年４月２３日（火）に発送する。 

 (4) 申請書及び資料の提出 

   ① 申請書及び資料の提出は、別紙様式第１号～３号により各１部作成し、提出す

るものとする。（サイズは A４とする。） 

②  最新の経営事項審査結果通知書（仮契約締結日から１年 7 か月以内の審査基

準日のもの）を１部添付すること。（サイズは A４とする。） 

③  申請書及び資料の提出は郵送または持参すること。 

④  法人住民税納税証明書を１部添付すること。 

 (5) 資料の内容 

   配置予定の技術者：配置予定技術者の雇用関係がわかるもの及び資格の有無を判断 

  できる技術者の資格、経歴、経験等 

 (6) その他 

① 資料の作成にかかる費用は、提出者の負担とする。 

② 提出された資料は、返却しない。 
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９ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

 (1) 競争参加資格がないと認められた者は、下妻地方広域事務組合に対して競争参加資

格がないと認めた理由について説明を求めることができる。 

 (2) (1)の説明を求める場合には、令和６年４月３０日（火）までに書面を事務局総務 

  係に提出しなければならない。 

(3)  書面は持参するものとし、郵送によるものは受け付けない。 

(4)  説明を求められたときは、令和６年５月２日（木）までに説明を求めた者に対 

し書面により回答する。 

 

10 現場説明会 

   行わない 

 

11 競争入札執行の日時及び場所 

  ・日 時：令和６年５月９日（木） 午後１時３０分から（時間厳守） 

  ・場 所：下妻市中居指１１００番地「クリーンポート・きぬ」２階大会議室 

  ・その他： (1) 競争入札の執行に当たっては、あらかじめ交付した競争参加資格が 

         ある確認結果の通知書の写し及び確約書を持参すること。 

         (2) 入札者は開札に立ち会うこととする。なお、代理人による入札の場 

         合は委任状を持参すること。 

 

12 図面、仕様書及び現場説明書（以下「設計図書等」という）の閲覧等 

   設計図書等は、下妻地方広域事務組合のホームページへ掲載する。 

(1)  閲覧期間 

・期 間：令和６年４月３日（水）から４月１０日（水）まで 

※下妻地方広域事務組合ホームページアドレス 

   （http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/） 

(2) 設計図書等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。 

なお、書面は、下記の場所に持参により提出することとする（ＦＡＸによる提出も

可とする。） 

・期 間：令和６年４月２３日（火）まで 

       土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後４時まで 

      （午前１１時３０分から午後１時３０分までを除く。） 

   ・場 所：下妻市中居指１１００番地 

        下妻地方広域事務組合事務局総務係 

        ℡０２９６－４５－０６１１ 

(3)  (2)の質問に対する回答については４月３０日（火）以降に回答する。 
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13 入札方法等 

(1)  入札書は、持参しなければならない。 

(2)  落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該価格の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(3)  入札執行回数は１回を限度とする。 

(4)  最低制限価格は事後公表とする。 

 

14 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金：免除 

 (2) 契約の保証：契約金額の１０分の１以上の金額を保証する次に掲げるいずれかの 

保証等を付すること。 

① 契約保証金の納付 

② 銀行等又は保証事業会社の保証 

③ 公共工事履行保証証券による保証 

④ 履行保証保険契約の締結 

 

15 工事内訳書の提出 

(1) 入札に際し、入札書に記載されている入札金額に応対した工事内訳書を提出するも 

  のとする。 

 (2) 工事内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、最低限であっても数量、単価及び 

   金額等を明らかにしたものであること。 

 (3) 積算合計額の端数処理以外の値引きは認めない。 

 (4) 内訳書の合計金額と入札書の記載金額は同一であること。 

 (5) 工事内訳書は返却しない。 

 (6) 工事内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義 

 務を生じるものでない。 

 

16 入札の無効 

  次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

 (1) 入札を行う資格のない者及び談合した者の入札 

 (2) 入札書に記載された入札者名又は入札価格が不明瞭で確認できない入札 

 (3) ２人以上の者の代理人となった者の入札 

 (4) ２通以上の入札をした者の入札 

 (5) 前各号のほか、入札条件に違反した入札 
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17 入札の執行の中断、延期、取り止め等 

  入札参加者が３者に満たない場合は、この入札の執行を取り止める。 

 

18 落札者の決定方法 

  開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内価格で、最低制限価格以上の価格 

 をもって入札をした者のうち、最低の価格の申込みをした者を落札者とする。 

  なお、落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合は、くじ引きで落札

者を決定する。 

 

19 配置予定監理技術者等の確認 

落札決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確

認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場

合でやむを得ず配置技術者を変更する場合は、５(4)に掲げる基準を満たし、かつ当初の

配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

20 契約書作成の要否等 

  要 

 

21 支払条件 

 (1) 前払金 

請負金額の１０分の４以内とする。（ただし年度内予算額の１０分の４以内とする。） 

   〔ただし 10,000円未満切捨て〕 

 (2) 中間前金払 

   中間前金払いの認定を受け、保証事業会社と中間前払金の保証契約を締結した 

   場合は、請負金額の１０分の２以内の中間前金払いを請求できる。〔ただし 10,000 

   円未満切捨て〕 

 

22 火災保険付保の要否 要 

 

23 入札後の異議の却下 

  入札に参加した者は、入札後において、公告、入札説明書、設計図書、工事請負契約 

  書、現場等の不明を理由として異議を申し立てることができない。 

 

24 その他 

(1)  本入札に係る契約は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決

案件であるため、落札者と決定された者と仮契約を締結し、議会において可決され

たときに本契約が締結されるものとする。 

(2)  上記に定めのないものは、関係法令による。 
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(3)  管理者は、落札者が、入札の翌日から契約締結前日までに会社更生法に基づき更

生手続開始の申立てを行った場合、又は本組合又は構成市町から指名停止処分を受

けた場合は、当該契約予定の相手方としての資格を取り消すことができる。 

(4)  契約締結後に、入札参加業者、契約にかかわる業者名及び落札額の公表を行う。 

(5)  この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。 

(6)  発注者指定型週休２日制促進工事であるため、詳細については「茨城県土木部が 

発注する完全週休２日制促進工事の実施要領」等により確認すること。 

(7)  その他詳細不明の点については、次に照会のこと。 

・公告、申請書及び資料の内容について 

     下妻地方広域事務組合事務局総務係 

     ℡０２９６－４５－０６１１ 

・工事の内容について 

     下妻地方広域事務組合 ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」施設管理係 

     ℡０２９６－４３－８８２２ 

 


